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河川、湖などの公共用水域には環境基準が定められています。基準に適合して
いるかを調べるため、川の水や川底の泥などを採取して調べる必要があります。 

河川・底質調査とは？ 
大小さまざまな河川は、飲料水・農業用水の供給源でもあります。 
工場や事業場から河川（公共用水域）に排出される水を含め、それら河川の水や底
質が私たち人や環境に有害ではないか、悪影響を与えないかなどを確認するために、
調査が必要です。 

環境基準とは？ 
日本では「環境基準」が定められています。この環境基準とは「目標」でもあります。 
河川では「人の健康の保護に関する環境基準」、「生活環境の保全に関する環境基
準」があり、底質では「暫定除去基準」があります。その他に「ダイオキシン類対策措置
法」ではダイオキシン類の環境基準を媒体ごとに規制しています。 
 

環境基準値の考え方 
環境基準ではさまざまな物質が規制されています。 
例えば BODの値が高いと有機物が多く、汚濁や悪臭を発生する原因とな
るため、それぞれの類型（区域）による環境基準が定められています。 
また環境基準値の適合判定にも関係基準によっては「日間平均値」や「年間
平均値」で評価されているものもあります。 

調査の流れは？ 
河川調査は、調査地点の選定から始まり、調査日前日の天候や降水量など
も確認し、調査時には河川が通常の状況であることが重要です。 
採取では直接河川へ入って採取する、橋梁から採取する等、河川の状況に
合わせて採取方法を選定します。 
採取した試料は持ち帰り分析をし、計量証明書として報告、評価します。 

 

＜こんな法律もあります＞ 
瀬戸内海環境保全特別措置法 
 
瀬戸内海の環境の保全を目的とする法
律です。環境保全上支障の生じる恐れの
ある排水施設の設置の規制、総量規制
の実施など自然海浜の保全等に関し特
別な措置を講ずることにより、瀬戸内海の
環境保全を図ることを目的としています。 
 
公共用水域（河川や湖沼等）へ１日
あたり 50ｍ3以上の水を排出する工場や事
業場において法に基づく許可申請・届出が必
要となります。 
 
【対象府県】※府県内の一部地域 
大阪府、京都府、奈良県、和歌山県、 
兵庫県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、 
香川県、愛媛県、福岡県、大分県 

河川調査 
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